
学
校
給
食
費
、
上
下
水
道
料
金　

※�

税
目
な
ど
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
各

担
当
課
へ
お
願
い
し
ま
す
。

問
会
計
室
☎
８７０
・
0
7
6
2

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の

開
庁
日
を
変
更
し
ま
す

　
4
月
1
日
か
ら
、
水
曜
日
の
相
談
も
受
け

付
け
ま
す
。

時
月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午
、
午
後
0
時
45
分
〜
5
時

問
生
活
安
全
課
☎
８７０
・
4
0
1
0

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ

市・府
民
税
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

保
険
税
の
計
算
や
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担

限
度
額
の
判
定
に
市
・
府
民
税
の
申
告
が
必

要
で
す
。
4
月
上
旬
に
申
告
用
紙
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
令
和
2
年
度
（
平
成
31
年
1
月

〜
令
和
元
年
12
月
中
の
所
得
）
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
を
し
た
人
や
、
給
与
ま
た
は
公
的
年
金
の

み
の
収
入
で
、
支
払
者
か
ら
給
与
支
払
い
報

告
書
や
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
の
提
出
を

し
て
い
る
人
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

（
医
療
費
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
の

所
得
控
除
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
人
を
除

く
）。

問
保
険
年
金
課
☎
８７０
・
0
5
2
1

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
市
税

な
ど
を
納
付
で
き
ま
す

　
4
月
か
ら
、
ス
マ
ホ
決

済
ア
プ
リ
「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ

（
ペ
イ
ビ
ー
）」
で
市
税
な

ど
の
支
払
い
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
は
、
事
前
に

登
録
し
た
預
貯
金
口
座
か
ら
直
接
納
付
が
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
納
付
書
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
「
コ
ン
ビ
ニ

収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
」
を
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
カ
メ
ラ
機
能
で
読

み
取
る
こ
と
で
、
ど
こ
で
も
支
払
い
が
で
き

ま
す
。
な
お
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
税
目
な
ど
＝
市
・
府
民
税（
普
通
徴
収
）、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

種
別
割
、国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
保
育
料
、
小
中

補
聴
器
の
購
入
費
な
ど
を

助
成

　
4
月
1
日
か
ら
、
軽
度
難
聴
児
に
対
し
て

補
聴
器
の
購
入
費
や
修
理
費
な
ど
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

対
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
〜
60
デ
シ
ベ
ル

の
18
歳
未
満
の
人　
●
助
成
上
限
額
＝
購
入

費
：
5
万
6
0
7
4
円（
1
個
あ
た
り
）、
修

理
費
：
2
万
1
4
1
2
円（
1
個
あ
た
り
）、

意
見
書
作
成
に
係
る
検
査
料
：
5
千
円

申
問
障
害
福
祉
課
☎
８７０
・
9
6
3
0　
FAX

８７３
・
3
8
3
8

Ｊ
Ｒ
野
崎
駅
の

広
報
誌
設
置
場
所
の
変
更

　
駅
舎
の
橋
上
化
に

伴
い
、
配
架
ラ
ッ
ク

の
場
所
を
変
更
し
ま

し
た
。
改
札
口
を
出

て
右
側
に
あ
る
柱
付

近
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

問
広
報
広
聴
グ
ル
ー
プ
☎
８７０
・
0
4
0
3

　子育て世帯の負担軽減による子育
て環境の向上に取り組むため、4月か
ら、3～5歳までの全ての子どもに係
る副食費（おかず・おやつ代）を無償
化します。
　主食費（ご飯・パン代）や、通園バス代、行事費や延長保育料
などは、これまで通り保護者負担となります。
対①幼稚園・認定こども園（幼稚園機能部分）に在籍する満3歳
以上の市民②保育所・認定こども園（保育所機能部分）に在籍
する3～5歳児クラスの市民（①②いずれも市外の認定こども
園などに在籍している場合も対象）

3 ～ 5歳児の
副 食 費 が 無 償 に な り ま す

令和₂年₄月から

保育料 無償化

副食費 無償化
保護者負担 主食費 実費

現在

保育料 無償化

保護者負担
副食費 実費
主食費 実費

▼▼▼

問子ども政策グループ☎870・9662、
　保育幼稚園グループ☎870・0474

TOPICS

市の
話題

トピックストピックス
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子育て関連の記事には
ダイトンが付いているよ！



滞在地での不在者投票
対仕事や旅行などで大東市外に滞在している人
滞在地（国内）の選挙管理委員会で不在者投票することができます。「不在者投票宣誓書・請
求書」を直接か郵送で市選挙管理委員会に提出してください。

手帳などの種類 障害の種類など 等級など

身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで

戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで

介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」�

大東市議会議員および市長選挙期日のお知らせ
投票日：4月19日㈰　時間：午前7時～午後8時（告示日は4月12日）

市民会館（曙町4-6）で、投票日当日の午後9時から即日開票

問選挙管理委員会事務局☎870・0764

速報（投・開票）のお知らせ
　投票・開票速報を、パソコンや携帯電話からインターネットを通
じてご覧いただけます。投票速報は、午前8時から1時間ごとに最終
まで更新します。開票速報は、午後10時から30分
ごとに最終まで更新します。
●パソコンおよびスマートフォンから
　ホームページのトップページ「選挙
速報」にアクセス

視覚障害者に
「選挙のお知らせ」を郵送

　市内の視覚障害者を対象に、選挙公報（候
補者の氏名、政見などが記載されたもの）や
投票方法などを朗読し録音した音声テープ

「選挙のお知らせ」を郵送しています。希望
する人は、電話でお申し込みください。

不在者投票

期日前投票

郵便などによる不在者投票
対次の手帳の交付を受けている人で、障害の種類が該当する人
持選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」

※代理記載制度
　郵便などによる不在者投票ができる人のうち、本人が投票用紙
に記載できない場合は、代理人を指定して「代理記載による投票」
をすることができます。代理記載制度を利用する場合は、右の要
件に該当し、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出す
ることが必要です。

指定病院・施設での不在者投票
対都道府県の指定を受けている病院や施設などに入院または入所していて投票日に投票所
に行けない人

手帳などの種類 障害の種類など 等級など
身体障害者手帳

上肢または
視覚の障害

1級

戦傷病者手帳 特別項症から
第2項症まで

₄月₁₃日㈪～₁₈日㈯
午前8時30分～午後8時

₄月₁₆日㈭～₁₈日㈯
午前10時30分～午後8時

市役所南別館
会議室

アクティブ・スク
ウェア・大東

コジマ×ビック
カメラ大東店3階

大東サンメイツ
1番館2階

NEW
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新型コロナウイルス感染症への対応について

イベントなどの延期・中止について
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報「だいとう」3・4月号に掲載しているイベン
トなどが今後、延期・中止となる可能性があります。延期・中止が決定したものは随時、市ホーム
ページに掲載しますので、ご確認いただくか、各施設にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせです。情報はホームページで
随時更新していますので、ご確認ください。

中小企業者・労働者の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業の皆さんを支援するため、
国や大阪府で制度や相談窓口が創設されています。申請方法など、詳しくはホームページをご確認くだ
さい。

○国民健康保険への加入、減免申請
郵送による手続きが可能です。まずはお電話でお問い合
わせください。
必要な書類などはホームページに掲載して
います。
問保険年金課 ☎870・0521

○個人住民税の申告
申告期限を4月16日㈭まで延長します。
時午前9時～午後5時30分
所市役所課税課窓口
問課税課 ☎870・0418

○住民異動届の提出
転入や転居など、住民票の異動に係る手続きは、異動日

（引っ越し日）から14日以内の届け出が必要ですが、当分
の間、14日を過ぎた後でも通常どおり手続きが可能です。
問市民課 ☎870・4011

○マイナンバーカードの交付
交付通知書に受取期限を記載していますが、当分の間、
期限を過ぎた後でも受け取ることが可能です。
問市民課 ☎870・0457

○その他
以下の項目は、従前より郵送などによる手続きが可能で
す。

・転出届の提出
郵送での手続きが可能です。詳しくはホーム
ページをご確認ください。
問市民課 ☎870・4011

・各種証明書の交付請求
郵送での手続きおよびコンビニ
交付が可能です。詳しくはホー
ムページをご確認ください。
問市民課 ☎870・4011

・国民健康保険税および介護保険料、後期高齢者医療保険
料の納付相談
電話でのご相談や納付書の郵送が可能です。お電話でお
問い合わせください。
問保険収納課 ☎870・9619

郵送 コンビニ交付

各種申請における手続き方法の変更および期限延長について
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感染症対策へのご協力をお願いします
新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、

「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

出典：首相官邸ホームページから

受診の相談・目安
　以下のいずれかに該当す
る人は、新型コロナ受診相談
センターにご相談ください。
● 風邪の症状や、37.5度以上

の発熱が4日以上続いてい
る

● 強いだるさ（倦怠感）や息
苦しさ（呼吸困難）がある

　また、以下のような人は重
症化しやすいため、上記の状
態が2日以上続く場合には、
新型コロナ受診相談センタ
ーにご相談ください。
●高齢者
●妊婦
● 糖尿病、心不全、呼吸器疾

患などの基礎疾患がある
人や、透析を受けている人

● 免疫抑制剤の使用や抗が
ん剤治療をしている人

大東市新型コロナウイルス感染症コールセンター
（地域保健課内）
☎875・2745
●受付時間＝午前9時～午後5時30分（平日のみ）

新型コロナ受診相談センター（四條畷保健所）
☎878・1021　　
FAX 876・4484
●受付時間＝24時間対応

新型コロナウイルス感染症の全般に関する相談
＜厚生労働省＞
☎0120・565653
●受付時間＝午前9時～午後9時

＜大阪府民向け＞
☎06・6944・8197
FAX 06・6944・7579
●受付時間＝午前9時～午後6時

相談窓口

だいとう　2020（令和2）年４月号8
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（※）規模の小さい既存飲食店とは、Ⓐ～Ⓒ全てを満たす店舗
　Ⓐ4月1日時点で営業している飲食店　Ⓑ個人経営または資本金が5千万円以下
　Ⓒ客席面積が100㎡以下（大阪府内は令和7年4月から30㎡以下）
＊従業員を雇用している飲食店は、令和4年4月から「原則屋内禁煙」に努めてください。

飲食店・オフィスは原則屋内禁煙になります
大阪府受動喫煙防止条例により

市民の皆さん一人ひとりがルールを理解し、望まない受動喫煙をなくしていきましょう！

①店内で喫煙する場合は、専用の喫煙室の設置が必要

② 経営規模の小さい既存飲食店（※）は、喫煙か禁煙かを選択。喫煙を選択する場合は、
　届け出が必要
＊市内既存飲食店の届出先は四條畷保健所（☎₈₇₈・₁₀₂₁）

③喫煙室を設置する場合、標識の掲示が必要
　（標識は、厚生労働省のホームページからダウンロード可）

④₂₀歳未満の人（従業員を含む）は喫煙エリア立入禁止
厚生労働省

　対象となる飲食店には要件があります。詳しく
は、受動喫煙防止対策補助金相談窓口☎06・6266・
1977（月～金曜日の午前9時～午後5時30分。土曜
日、祝日、年末年始を除く）へお問い合わせください。

喫煙室を設置する飲食店に対する支援制度

　「改正健康増進法」や「大阪府受動喫煙防止条例」
に関する問い合わせは、以下をご利用ください。
☎06・6944・8224（月～金曜日の午前9時30分～午後6
時。祝日、年末年始を除く）

大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル

問地域保健課☎874・9500

屋内で喫煙する場合は、以下のいずれかの喫煙室を設置する必要があります
喫煙専用室 加熱式たばこ専用喫煙室 喫煙目的室 喫煙可能室

室内でのみ喫煙が可能。
飲食などのサービスは提
供できません。

加熱式たばこのみ喫煙が
可能。飲食などのサービ
スを提供することができ
ます。

喫煙を主目的とするバー
やスナックに設置するこ
とが可能。飲食などのサ
ービスを提供することが
できます。

規模の小さい既存飲食店
（※）に設置することが可
能。飲食などのサービス
を提供することができま
す。

施設の一部に設置可 施設の全部または一部に設置可

₄月から
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相 談 種 別 と き ところ（担当課）
市 民 相 談 市役所開庁日午前9時～午後5時30分

市役所市民相談室
（広報広聴グループ）
☎870・0403

行 政 相 談 第2・3・4火曜日午後1時～3時
（第3火曜日はアクロス）

登 記 相 談（ 予 約 制 ）第3火曜日午後1時～3時

法 律 相 談
（予約制）

水・木曜日
　午後1時～4時
※�年6回土 ・日曜日に
実施

金曜日
　午後5時30分～8時30分

アクロス
（広報広聴グループ）
☎870・0403

不動産に関する相談
（予約制）

第1・3月曜日
　午後1時～4時

市役所市民相談室
（住宅都市政策課）☎870・0483

女 性 の 悩 み
な ん で も 相 談

（予約制）

第1月・金曜日午前10時～
　正午・午後1時～ 3時
第3水曜日午後4時～8時
第4土曜日午後1時～5時
※5・11月は一部日程変更

あり

アクロス
☎869・6505

生 活 支 援 相 談
就 労 支 援 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

くらしサポート大東
（福祉政策課）☎870・9664

人権なんでも相談

第2・4金曜日
　午後1時～3時

市役所人権教育啓発センター
（人権室）☎870・0441

第4土曜日
　午後1時～3時

ポップタウン
住道オペラパーク3階

（人権室）☎870・0441

人 権 相 談
生 活 相 談

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分
（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（（特非）ほうじょう）
☎876・2560

総 合 相 談
（ 総 合・ 人 権 ）

月～金曜日
　午前9時～午後6時
第1・3土曜日
　午前10時～午後6時

野崎人権文化センター
（（特非）大東野崎人権協会）
☎879・8810

就 職 困 難 者
向 け 相 談

※就職のあっせんは 
できません

月～金曜日
　午前10時～正午・
　午後1時～6時

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）
☎870・5370（予約制）

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（北条地域就労支援センター）
☎877・5050（予約不要）

月～金曜日
　午前9時～午後6時
第1・3土曜日
　午前10時～午後6時

野崎人権文化センター
（野崎地域就労支援センター）
☎879・1818（予約不要）

中小企業融資相談
労 働 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所東別館2階
（産業振興課）☎870・4013

ビジネスに関する相談
創 業 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

大東ビジネス創造センター
（D-Biz）☎870・9061

障害者総合相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市基幹相談支援センター
（大東市障害者生活支援センター内）
☎806・1332 FAX 806・1333

精神障害者相談 月～金曜日
　午前9時15分～午後5時30分

あーす
☎874・9900 FAX 803・6201

身体障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市障害者生活支援センター
☎806・1331 FAX 806・1333

知的障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後6時

あおぞら
☎875・3969 FAX 800・6051

障 害 児 相 談 月～金曜日
　午前10時～午後6時

ぽぽろ大東
☎800・6685 FAX 871・0182

身体障害者（児）相談
第1土曜日
　午前10時～正午

（1・5月を除く）
総合福祉センター
☎872・2222 FAX 874・1828

知的障害者（児）相談
精神障害者相談

「 心 の 相 談 」

相 談 種 別 と き ところ（担当課）

自 殺 防 止
電 話 相 談

月～金曜日
午前9時30分～午後5時

こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570・064・556

24時間　365日 関西いのちの電話
☎06・6309・1121

救 急 医 療 相 談 24時間　365日 救急安心センターおおさか
♯7119､☎06・6582・7119

消 費 生 活 相 談
市役所開庁日
　午前9時～正午・
　午後0時45分～5時

市役所東別館1階
（消費生活センター）
☎870・0492

ひとり親家庭相談
（予約制）

市役所開庁日（金曜日を除く）
　午前9時～午後5時30分 市役所

（子ども支援グループ）
☎870・9655ひとり親家庭等

就 労 相 談
市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

家 庭 児 童 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（子ども室内家庭児童相談室）
☎875・8101

子 育 て 相 談

保育所開所日（平日）
　午前10時～午後4時

南郷保育所☎872・7327
北条保育所☎876・5237
野崎保育所☎876・5630

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時

四条子育て支援センター
☎876・7510

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時

（電話は午後8時まで）

キッズプラザ
☎874・8800
南郷子育て支援センター
☎872・0013

青少年活動相談
火・木・土曜日

（第2木曜日を除く）
　午後7時～9時

青少年ルーム
☎872・1337

教 育 相 談

月～土曜日午前9時～
午後5時30分（予約制）

北条青少年教育センター
☎876・0002

市役所開庁日
月・水・金曜日
　午前10時～午後2時

キッズプラザ2階
教育相談室
☎874・8785

進路選択等教育
支 援 相 談

月～金曜日
　午前9時～午後6時
第1・3土曜日
　午前10時～午後6時

（月・金曜日は午後8時まで）

野崎人権文化センター
（（特非）大東野崎人権協会）
☎879・8810

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（（特非）ほうじょう）
☎876・2560

納 税 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（納税課）☎870・0421
市役所（保険収納課）☎870・9619

税 務 相 談
（ 予 約 制 ）

第1金曜日
　午後1時～4時（3月を除く）

市役所（近畿税理士会・堤之）
☎872・4658

介 護 保 険 に
関 す る 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（介護保険グループ）
☎870・9628

高齢者の介護、認知症、
健 康 な ど 生 活
全 般 の 相 談

月～土曜日
　午前9時～午後5時30分

（土曜日は包括センターのみ）

市役所（高齢支援グループ）
☎870・9065
地域包括支援センター
☎800・5374

60  歳  以  上
な ん で も 相 談

「 井 戸 端 会 議 」

第4月曜日
　午後1時～3時
（祝日の場合は前後いずれ
かの月曜日）

諸福老人福祉センター
☎871・2771

栄 養 相 談（ 予 約 制 ）市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（地域保健課）☎874・9500健 康 相 談（ 予 約 制 ）

202004

各種無料相談 市役所（代表）　☎072・872・2181
年末年始、祝日などで変更になる場合があります。 
※携帯電話から本誌の市外局番のない番号にかけるときは、最初に「072」をつけてください
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